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「亀田地区における統合施設整備基本計画（案）」に対する 

パブリックコメント（意見公募）手続の実施結果について 

 

「亀田地区における統合施設整備基本計画（案）」に対する意見の概要と市の考え方 

 ※意見の概要については，原文を要約および分割しており，類似したご意見はまとめています。 

№ 意見の概要 市の考え方 

 

１ 

統合対象施設に関すること 

〇全体について 

・既存施設をすべて残してほしい。 

・無理に統合せず利用できる施設は残して

ほしい。 

・身近なところに利用しやすい施設がある

ことが重要。亀田福祉センターと美原老

人福祉センターを統合，風呂も交流機能

も引き継ぎ，亀田青少年会館，美原児童

館は建て替え存続。亀田公民館は大川団

地建て替え時にそのそばに移転すべき。 

・利用者が地域の老人，子どもたちである。

一つの施設にまとまってしまうと利用で

きない人が多く出てくる。公民館，児童

館，老人福祉センターは点在しているこ

とが利用のしやすさの要因となる。今あ

る施設は残していただきたい。 

・５つの施設の統合は無理があると考えら

れる。 

 

  

〇 市では，行財政改革の推進や将来的にさら

に進む人口減少を見据えた公共施設のあり方

を検討するなかで，こうした老朽・狭隘化し

た公共施設を統廃合し複合施設を整備するこ

とについて検討を行ってまいりました。 

 統合対象となっている５つの施設につきま

しては，いずれも建設からおよそ４０年から

５０年経過しており，一定程度の改修や補修

は行ってきておりますが，老朽化が進んでお

り，維持補修費が増加傾向にあるなかで，今

後，大規模な改修が必要となるものと考えら

れることから，効率的な施設整備と運営を図

るため，施設を統合し，それぞれが持つ機能

を可能な限り継承しながら，類似施設や設備

につきましては，新たな施設に集約すること

で，コンパクトで経済的な施設を整備し，建

築コストを含めたトータルでのコスト縮減を

図ろうとするものであります。 

 

案 件 名  亀田地区における統合施設整備基本計画（案） 

募 集 期 間 平成２８年１月１２日（火）～ 平成２８年２月１０日（水） 

担 当 課 企画部計画推進室計画調整課 

意見提出者数 ５６名 
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№ 意見の概要 市の考え方 

２ 〇亀田青少年会館について 

・現在の施設の存続を希望する。 

 大変利用しやすく，まだ使える施設であ

る。 

・現在の施設の改修，増築を希望する。新

施設から遠距離で，廃止されると交通弱

者や児童は切り捨てられることになる。

また，町会活動や地域の避難場所など防

災上必要である。地域コミュニティーが

壊されかねない。 

・現在の敷地において建て替え存続を希望

する。 

 地域性のある施設である。地域の子ども

たちが徒歩で通っている。新施設は校区

外となり通えなくなる。 

 

〇 本計画では，将来的にさらに進む人口減少

を見据えた公共施設のあり方を検討する中で，

亀田地区における老朽・狭隘化した施設を統

合し，それぞれの施設が持つ機能を可能な限

り継承し，類似施設を集約し，コンパクトか

つ経済的な複合施設を現在の亀田地区の中心

地である美原に整備することとしております。 

  亀田青少年会館は，建設後約４０年を経過      

し，大規模な改修や設備更新などの抜本的な

対策を講じなければならない時期にきており

ますことから，統合対象施設としたところで

あり，現施設は廃止することとしております。 

３ 〇亀田公民館について 

・現在の施設の存続を希望する。 

 社会教育法上その機能は大切である。 

 市民にとって大事な集会所である。 

 大きく立派な施設でも遠いのは困る。 

 現在の場所に公民館があることが必要。

小さな単位で集まれる場が必要。 

・新施設は遠く不便である。近くに替わり

の施設をつくってほしい。 

・大川中学校跡地への移転新築を希望する。 

〇 本計画では，将来的にさらに進む人口減少

を見据えた公共施設のあり方を検討する中で，

亀田地区における老朽，狭隘化した施設を統

合し，それぞれの施設が持つ機能を可能な限

り継承し，類似施設を集約し，コンパクトか

つ経済的な複合施設を現在の亀田地区の中心

地である美原に整備することとしております。 

亀田公民館は，建設後，約５０年を経過し，

大規模な改修や設備更新など抜本的な対策を

講じなければならない時期にきておりますこ

とから，統合対象施設としたところであり，

現施設は廃止することとしており，大川中学

校跡地への新たな施設の建設予定はございま

せん。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

４ 〇美原児童館について 

・現在の施設の存続を希望する。 

 利用者数は少ないが，低学年の子どもが

毎日のように利用している。新しい施設

になると行けなくなってしまう。母子で

の利用者には便利かもしれないが低学年

の児童には利用しづらい。 

・現在の敷地での建て替えを希望する。 

 地域性のある施設である。 

 

〇 美原児童館は，新施設の建設予定地である

亀田福祉センターと同じ中央小学校区内に位

置しており，主に現在美原児童館を利用して

いる子どもたちの生活圏内での施設移転とな

っております。 

また，遊戯室や集会室，図書コーナーなど，

現在ある機能をそのまま継承いたしますこと

から，これまでと同様にご利用いただけるも

のと考えております。 

なお，統合施設の開設時には，学校や町会

と連携して，児童の交通安全意識の向上を図

ってまいります。 

 

 

５ 

新しい統合施設に関すること 

〇美原図書室について 

・図書室の存続を希望する。 

 中央図書館までは遠い。バスや自動車で

通わなければならなくなり，高齢者や子

どもたちにとって不便である。 

 使用人数が少ないという理由での廃止に

は反対である。 

・図書室の存続を希望するが，窓口機能だ

けでも設置してほしい。 

・窓口機能を設置してほしい。 

・返却窓口を設置してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 美原図書室につきましては，利用状況デー

タの分析や利用者アンケートの調査結果等を

踏まえ，現在のような図書室は設置しないこ

ととしておりますが，統合施設には施設利用

者が自由に利用できる図書コーナーを設置し

たいと考えております。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

６ 〇亀田支所の機能について 

・せっかく隣接施設を建て替えるのだから，

福祉事務所なども含め，亀田支所の全機

能を新しい施設に移し，現在の亀田支所

をスーパーなどテナントに貸せばいいの

ではないか。テナント収入も見込めるう

えに，行政施設として１箇所に集約でき

るので集約に伴う行政コストの削減も見

込める。 

 

〇 現在の亀田支所の狭隘化解消や，市民の利

便性向上を図るため，支所窓口の統合施設へ

の移転を検討いたしました。「亀田地区にお

ける統合施設の整備に係る検討懇話会」にお

きまして，施設の利便性向上につながるとい

うことで，賛成意見もいただいたところであ

りますが，統合施設の性格上行政窓口の雰囲

気を懸念する意見もあり，建築コストの圧縮

も含め，施設のあり方をあらためて検討した

結果，亀田支所の狭隘化は別途検討すること

とし，支所の窓口の移転については見送るこ

とといたしました。 

 

７ 〇調理室について 

・調理室の機能を引き継いでほしい。 

使用人数が少ないという理由で調理室廃

止は反対。年に数回使用している。 

 食育が大切になってくる。亀田地区に料

理教室ができる施設が必要である。 

 新施設を災害時に利用する意向があるな

ら必要な機能である。 

・できないのであれば代替策を考えてほし

い。 

亀田地区に調理ができ２００人規模の人

が集える場所があるか。現在の半分のス

ペースでかまわないので残してほしい。

無理なら代替策を講じてほしい。学校，

専門学校の利用を市で後援するなど。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 現施設における利用状況を踏まえ，コンパ

クトかつ経済的な複合施設を整備するうえで，

調理室の設置はしないこととしております。 

 代替の調理室といたしましては，青年センタ

ーや女性センター，家庭科室を開放している

学校の文化開放などをご利用いただけるもの

と考えております。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

８ 〇駐車場について 

・車高の高い車が駐車可能な駐車場の整備。 

・広い駐車場を設置してほしい。 

・立体駐車場で駐車台数を多くしてもらい

たい。 

・立体駐車場の建設について再検討してほ

しい。高齢者には不向きである。 

・地下駐車場を設置してはどうか。 

・駐車場と統合施設の搬入口の動線を確保

してほしい。 

 

・美原老人福祉センター跡地を第２駐車場

としてはどうか。 

 

 

・駐車場料金は無料にしてほしい。 

・駐車場料金は２～３時間無料にしてほし

い。 

 

〇 駐車場の設置につきましては，限られた敷

地および予算のなかで，できるだけ多くの車

を駐車できるよう整備していくこととしてお

り，敷地内における統合施設や駐車場の配置

のほか，立体，地下，平面など駐車場の形態

について，来館者の利便性や安全面を考慮し

ながら，基本設計を行うなかで検討していき

たいと考えております。 

 

 

 

〇 統合施設の駐車場については，利用者の利

便性を考慮し，すべて計画地内に整備するこ

ととしております。 

 

〇 統合施設の駐車場については隣接する亀田

支所の駐車場としての利用も想定しておりま

すことから，駐車料金につきましては，類似

の公共施設や市役所本庁舎の駐車場料金を考

慮し，適正な料金を設定していきたいと考え

ております。 

 

９ 〇トイレについて 

・洋式トイレにしてほしい。 

・機能的なトイレにしてほしい。 

・高齢者が使いやすいトイレにしてほしい。 

 

〇 統合施設につきましては，多数の来館者が

見込まれるとともに，児童や高齢者など幅広

い年齢層の利用が想定されますことから，洋

式トイレをメインに可能な限り多くのトイレ

を設置するとともに，多目的トイレにつきま

しても設置することとしております。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

１０ 〇美原老人福祉センターについて 

・老人センター機能を全て引き継いでほし

い。 

・浴室機能を引き継いでほしい。 

 

○ 美原老人福祉センターにつきましては，建

設から３５年が経過し，この間，平成１２年

には介護保険制度が導入されるなど社会情勢

は変化しており，介護など，より切実な方々

への対応が求められ，人口減少が進み，支え

る世代が大きく減少するなか，現有の公の施

設を将来に渡って維持していくことが困難な

ことから，老朽・狭隘化が進む他の公共施設

との統合を進めるものです。 

統合にあたっては，センターの基本的な機

能を維持しつつ，類似する部屋や設備を可能

な限り集約することで，コンパクトで効率的

な施設を整備し，建築コストを含めたトータ

ルでのコスト縮減を図り，将来も持続可能な

施設としたいと考えており，入浴施設および

陶芸窯，機能回復訓練室は設置しないことと

しております。 

 

１１ 〇美原児童館について 

・地域の町会，学校，父母との話し合いが

必要である。新施設の子ども施設で事足

りるのか，その調和についての機能が持

てるのかどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 これまで，美原児童館利用者説明会を６月，

１０月に開催し，町会や近隣の小中学校長を

はじめ，地域のみなさまのご意見等をお伺い

したところであります。 

  今後の実施設計等にあたりましては，いた

だいたご意見等を参考に，必要とする設備等

についても検討してまいります。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

１２ 〇その他，施設設置に関する要望 

・100人～200人規模のコンサート会場の設

置 

・コーラスのできる施設の設置 

・楽屋，リハーサル室（ピアノ付き）の設

置 

・正しい茶道ができる和室の設置 

・亀田福祉センター第２会議室規模の部屋

を多く設置 

・４階建て以上の建物とし，部屋数をなる

べく多く設置してほしい。 

・４０人程度利用できる椅子席の部屋を多

く設置してほしい。 

・いろいろな広さの研修室の設置 

・照明をリモコン操作できる部屋の設置 

・体育室を分割利用できるようにしてほし

い。 

・無料のコインロッカーの設置 

・上着や荷物を預ける場所の設置 

・利用者の備品の保管場所を用意してほし

い。 

・共有スペースの設置 

・ロビーを広く，椅子を多数用意してほし

い。 

・待合などのフリースペース 

・カフェ等飲食スペースの設置 

  （コンビニまでは必要ない） 

・自習スペースの設置 

・有料シャワー室の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 統合施設における各機能につきましては，

基本的に既存施設の機能を可能な限り引き継

いでいくこととしておりますことから，いた

だいたご要望につきましては，基本設計を行

うなかで可能な限り配慮していきたいと考え

ております。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

１３ 〇設備，備品等に関すること 

・Wi-Fiの整備 

・可動式の展示物掲示版 

・常設スクリーンの設置 

・文字システム設備 

・磁気ループ機能の整備 

・滑りにくい床材の使用 

・わかりやすい案内表示，音声案内，映像

案内など 

・非常時を知らせるランプ等の設置 

・図書を多数用意してほしい 

・大型テレビ，ビデオ 

 

〇 いただいたご要望につきましては，基本設

計を行う段階や，備品等の調達段階におきま

して，可能な限り配慮していきたいと考えて

おります。 

１４ 〇利用料金について 

・現在と同料金にしてほしい。 

・できるだけ低料金にしてほしい。 

 

 

 

 

 

〇 利用料金につきましては，新しい統合施設

の整備に係るイニシャルコストやランニング

コストを考慮しながら，類似の公共施設の料

金を参考に適正な料金を設定してまいります。 

 

１５ その他 

・新しい施設は５つの施設を統合した貸し

館施設として十分な規模なのか。 

 

 

 

 

 

 

・合併特例債活用のリミットがあるなか東

京オリンピック直前の時期に解体，工事，

オープン準備がやりきれるのか。亀田福

祉センターの解体を前倒しで行った方が

よいのではないか。 

 

 

〇 統合施設は，５つの統合対象施設の延べ床

面積の合計とほぼ同じであることや，貸し館

施設として設置予定の講堂や会議・研修室等

は可動式の間仕切りを設置することにより，

用途に応じて分割して利用できるよう整備す

ることとしておりますので，これまでと同程

度の利用が可能であると考えております。 

 

〇 平成３２年度供用開始に向けて，亀田福祉

センターの解体工事期間，新しい統合施設の

建設工事期間を検討しスケジュールを決定し

たものであります。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

 

・既存施設の指定管理者の意見を聞いても

らいたい。 

 

・新施設オープン後も老人大学を４年制で

実施してほしい。 

 

 

 

 

・現在，午前，午後，夜間の３つの利用時

間帯を６つに細かく設定してはどうか。 

 

・１８時から２２時の夜間の利用を可能と

してほしい。 

 

・予約の受付は４ヶ月前からとしてほしい。 

 

 

 

・無料巡回バスを運行してほしい。 

・夜間の運行や買い物時間帯の循環バスや

主要なバス停から新施設までのシャトル

バスなど公共交通を充実させてほしい。 

 

 

・現在の既存施設の利用者を優先して利用

させてほしい。 

 

 

 

 

 

・亀田福祉センターが使えない間の代替施

設を考えてほしい。 

 

〇 既存施設の所管部局を通じてご意見を伺う

ことができるものと考えております。  

 

〇 高齢者対象大学は，高齢者の学習支援を行

ううえで重要な役割を担っており，新複合施

設での開校を検討することとしており，修業

年限等の運営方法を併せて検討してまいりま

す。 

 

〇 既存施設の利用実態を踏まえ，設定してい

くこととなります。 

 

〇 開館時間は９時から２２時までを予定して

おります。 

 

〇 既存施設の予約状況や利用状況を踏まえ，

今後，統合施設の運営方法を決定していくな

かで設定していくこととなります。 

 

〇 市として無料バス等の運行は考えておりま

せんが，隣接する亀田支所前にバスターミナ

ル機能を整備する予定であり，路線バスの利

便性の向上を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 

〇 統合施設は亀田地区の５つの施設を統合す

るものでありますが，新たな施設として亀田

地区はもとより，広く全市民にご利用いただ

きたいと考えておりますことから，既存施設

の利用者を優遇することは想定しておりませ

ん。 

 

〇 他の公共施設，学校の余裕教室や文化・ス

ポーツ開放や町会館などの集会施設をご利用

ください。 
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意見等を考慮した結果の修正案 意見による修正はありません。 

結果の配布場所 企画部計画推進室計画調整課（市役所本庁舎６階） 

お問い合わせ先 

企画部計画推進室計画調整課 

TEL 0138-21-3694 FAX 0138-23-7604 

E-mail：keikakuchosei@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

 


